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ᾆẕЛ˔Е 

観光施設における外国人への口頭による多言語サービス向上と 
通訳に関する ISＯ国際規格の貢献 

――『ISO13611:2014コミュニティ通訳に関するガイドライン』の視座より―― 

Contribution of ISO International Standards to Improving Multilingual Oral Communication Services 

and Interpreting for Inbound Tourists at Tourist Sites and Facilities: From the Perspective of 

ISO13611: 2014 Interpreting - Guidelines for Community Inte rpreting  

佐藤 晶子* 
SATO Akiko  

 

In 2020, due to the worldwide spread of the COVID-19, the World Health Organization (WHO) declared a pandemic, and governments took 

measures to restrict travel between countries and their own countries. This paper is from the perspective that the governments, especially Japan, 

should provide AI-introduced multilingual community interpreting services to international students and people from other countries to Japan for 

business purposes, especially in public health. Regarding community interpreting services, the International Organization for Standardization 

(ISO) published "ISO13611:2014 Interpreting -- Guidelines for Community Interpreting" in 2014.This paper gives an overview of multilingual 

community interpreters at tourist sites that welcome visitors worldwide to Japan. Then, this paper aims to consider how to train students to become 

multilingual community interpreting service providers who perform community interpreting in the high education program. 

 

キーワード：コミュニティ通訳 (Community Interpreting Services)、訪日外国人旅行者(Tourists from all over the world)、 

公衆衛生 (Public Health) 、ISO国際規格 ( ISO standards)、AI 導入( Introduction of AI)  

 

1. ψαϛτ 

 

 2020年、新型コロナウィルスの世界的な蔓延によって

世界保健機関（WHO) がパンデミック宣言を行い(WHO, 

2020)、各国政府は渡航制限措置を講じた。 

 本稿はコロナ禍にあってもなお留学生やビジネス目的

で訪日する外国人に対し、特に公衆衛生分野において AI

を導入した多言語によるコミュニティ通訳サービスを提

供するべきであるとの視点に立つ。 

 コミュニティ通訳に関しては、国際標準化機構(ISO:  

International Organization for Standardization )が 2014

年、『ISO13611:2014コミュニティ通訳に関するガイドラ

イン』（以下『ISO13611』）を発行している。 

 本稿では、訪日外国人を迎える観光施設で行われる多

言語のコミュニティ通訳について概観する。次に「訪日外

国人を迎える観光施設が、ISO 国際規格『ISO13611:2014 

コミュニティ通訳に関するガイドライン』に準拠した通

訳業務の導入により、いかなる点で外国人に対する口頭

による多言語サービスを向上させるか」の学術的問いに

対し、本稿では「AI を導入し、公衆衛生分野における多

言語コミュニティ通訳養成システムを構築する」という

仮説を検討する。 

 

2. “ᾆẕ 

 

 本章では先行研究および用語の定義を概観し、問題の

所在を明示する。 

 

(1)  ḢΊρḢΊ☼  

 本稿に関連する 2019 年度研究ノートでは、観光政策

審議会が 1970年答申で定義した「観光とは、自己の自由

時間の中で、鑑賞、知識、体験、活動、休養、参加、精

神の鼓舞等、生活の変化を求める人間の基本的欲求を充

足せんとする行為（=レクリエーション）のうちで、日常
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生活圏を離れて異なった自然、文化等の環境のもとで行

おうとする一連の行動をいう」観光から考察を進めた（中

村, 2019）。訪日外国人の旅行者受入環境整備について検

討するために、1995年に同審議会答申 39号で定義した

観光に関し、「余暇時間の中で、日常生活圏を離れて行う

様々な活動であって、触れ合い、学び、遊ぶということ

を目的とするもの」を採用した（観光政策審議会, 1995）。 

 また、言語環境も変わる点に留意する。多言語掲示等

が掲げられる観光施設についての定義については、観光

施設を「観光旅行者の利用に供される施設のうち遊園地、

動物園、スキー場その他の遊戯、観賞又は運動のための

施設であって政令で定めるもの（その施設が観光旅行者

の利用に供される宿泊施設に附帯して設けられている場

合にあっては、当該施設及び宿泊施設）をいう。」との日

本政府の定義を検討した（日本政府, 1968）。山口は、観

光施設を「余暇時間に、鑑賞、知識、体験や活動をとお

して学び、遊ぶことを目的とする諸施設」と定義する（山

口, 2019）。 

 上記の筆者研究ノートにおいては、観光施設は、ホス

ピタリティの精神を有し、翻訳・通訳等のコミュニケー

ション・サービスが提供される場であることも考慮し、

「余暇時間に、鑑賞、知識、体験や活動をとおして学び、

遊ぶことを目的とする旅行者が訪れ、サービス提供を受

ける諸施設」と定義した。本稿でもその定義を採用する

（佐藤, 2020b）。 

 

(2)  ᾠ῎τϢϥЀЬвИГϰ  

 前項で定義した観光を目的に来日した外国人に対して、

前項で定義した観光施設で提供される言語コミュニケー

ション・サービスには、言語景観として取り上げられる

看板および掲示板に使用する多言語翻訳が挙げられる。

その他に、口頭による多言語コミュニケーション・サー

ビスの一環としてコミュニティ通訳が考えられる。本項

はコミュニティ通訳に関する先行研究を取り上げる。 

 コミュニティ通訳とは、「コミュニティ利用の目的で、

コミュニケーションの場面において異なる言語の話者間

で起こる双方向の通訳」と『ISO13611』は定義している

（ISO, 2014）。上記『ISO13611』のコミュニティ通訳」

「定義の備考は、「観光客や被災者へのサービスも含まれ

る」と明記している。本稿はコミュニティ通訳について、

上記『ISO13611』の定義に従う。 

 コミュニティ通訳は、受け入れ社会の言語を解さない

ことで、外国人や移民が様々な不利益を被ることのない

ようにするために、必要不可欠となる通訳業務である（水

野＆内藤, 2018）。太古の時代から行われてきた業務であ

るが、その手法や環境は業務内容で多岐にわたる(Rudvin 

and Tomassini, 2008）。 

コミュニティ通訳が社会で機能するためには、通訳者派

遣コーディネータが存在する、整備された職能機能が不

可欠である（金澤, 2005）。日本では 2000年代に入り 10

年間ほどは、さまざまな自治体の施策や NGO やボラン

ティア活動が行われた。具体的には行政の窓口対応や各

種住民サービス、多言語による生活情報の提供、NGO や

ボランティアによる日本語教室、多言語による生活相談、

就学児童の教育補助、医療通訳や司法通訳、一部では母

語教育の試みも行われた（庄司, 2005）。 

 そのような背景をふまえ、2010年代になると、高等教

育機関や自治体は助成等を受け、多言語によるコミュニ

ティ通訳者の養成を行ってきた。東京外国語大学は、多

言語・多文化教育研究センターが中心となり、「相談通訳」

として多言語によるコミュニティ通訳の育成を行ってい

る。内藤によると、コミュニティ通訳においては、通訳

者は様々な分野の通訳を求められる。会議通訳における

同時通訳者がブースに入り専門性の高い内容の通訳を一

定時間行うわけではない。しかしコミュニティ通訳を行

う通訳者も専門性の高い内容を的確に通訳することが求

められる。（内藤,2013） 

 立教大学では、立教コミュニティ翻訳通訳  (Rikkyo 

Community Language Service: RiCoLaS)が、異文化コミ

ュニケーション学部・研究科の翻訳者・通訳者養成プロ

グラムで学ぶ学生・大学院生を中心に学内外のプロジェ

クトに取り組むサービスラーニングのプログラムを実施

している（立教大学日本語教育センター, 2017）。武田は

同プログラムにおいて、翻訳通訳を学ぶ学生が実際のプ

ロジェクトに取り組む際のガイドラインを策定した。同

氏らは特定の分野に限らず、医療、司法、福祉、ビジネ

ス、映画、文芸から産業に至るまで様々な分野のゲスト

スピーカーを招き多角的な視点から翻訳通訳教育を行っ

ている（武田＆山田,2017）。 

 上記の翻訳通訳教育をシステム化したプログラムとし
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て実施している高等教育機関では 2020 年度のコロナ禍

においては、民間企業と産学連携を行い、遠隔通訳等の

可能性を探求する試みが見られる。（松下, 2020） 

 

(3)  ῝ ־ τḩβϥ ꜡ρШІСЌзГϰ 

 「コミュニティ通訳」は、行政や教育といった生活の

さまざまな場面での業務が必要とされる。その業務は、

広義に司法・医療を含む、言語権イコールアクセス権(基

本的人権へのアクセス)という理念がその基盤にある（林

田, 2020a）。大阪大学医療通訳養成コースでのポルトガル

語―日本語通訳技能の指導を行う林田は 2011 年から公

衆衛生分野に注目している。世界標準に準拠したコミュ

ニティ通訳に関する通訳者養成を謳い、通訳者養成に必

要な事項を網羅した適正テストを策定している。その際

AI を導入し、通訳士（通訳者）自身の通訳適正能力を判

断する適正テストを実施し、多言語の公衆衛生分野に対

応するコミュニティ通訳を行う通訳者を養成する試みを

行ってきた。（林田, 2019）。 

 

(4)  τḩβϥ∑ṛᶊ 

 筆者は「MLE プログラムと専門分化する通訳・翻訳サ

ービスに関する ISO 国際規格に関する考察」において以

下の通り、国際規格と通訳者の要件について先行研究を

行っている(佐藤, 2020a)。 

 2014年、ISO はコミュニティ通訳のためのガイドライ

ン 『 ISO13611:2014 Interpreting --  Guidelines for 

community interpreting  （コミュニティ訳の通訳のため

のガイドライン）』を発行した。 ISO は、2018 年には

『 ISO18841:2018 Interpreting services --  General 

requirements and recommendations（通訳サービスの一

般要求事項と推奨）』を、2019 年には、法務分野に特化

した法務通訳に関する要求事項『 ISO20228:2019 

Interpreting services-- Legal interpreting -- Requirements

（法務通訳サービスの要求事項）』を発行した。 

 『ISO18841: 2018』は、6.1 項に通訳者の資格は専門

分野によって異なり、書面による証明書が必要であると

記載している。（ISO, 2018） 

 『ISO20228: 2019』5.8 項は、法務分野の通訳者の資

格として a) 高等教育機関が授与した法務通訳者の学位、

b) 高等教育機関が授与した通訳学、言語学の学位、c) 中

等教育以降通訳または言語における国家資格試験合格の

証明書、d) 法務通訳の公的認定書のいずれかを有するこ

とが要件となることを規定している（ISO, 2019: 9）。 

 

(5)  χ ∕ 

 以上、多言語によるコミュニティ通訳、公衆衛生に関

する認識、通訳に関する ISO 国際規格に関する先行研究

を見てきた。ここで生じる問題は、コミュニティ通訳が

「外国人や移民が様々な不利益を被ることのないように

するために、必要不可欠となる通訳業務である」と言わ

れているが（水野＆内藤, 2018）、内藤が指摘しているよ

うに。（内藤,2013）、専門分野が多岐にわたり、時には一

人の通訳者に様々な分野の通訳業務が課されると見受け

られる点である。武田はガイドラインを設け、高等教育

におけるコミュニティ通訳翻訳の指導を行っている（武

田・山田,2017）。 

 それでは、冒頭で述べた新型コロナウィルスの感染防

止に鋭意取り組む現状に鑑み、専門分野を特化した公衆

衛生分野において国際的な標準に合致し、いかなる点か

ら観光施設における外国人への口頭による多言語サービ

スを向上させたら良いのであろうか。本稿では、高等教

育において、人工知能（Artificial Intelligence :AI ）導入

した多言語による公衆衛生の分野におけるコミュニティ

通訳を行う通訳者（以下、コミュニティ通訳士）養成シ

ステムの構築を提案する。 

 なお、本稿表題および（1）項で定義を明示した「観光

施設」と本稿が触れる公衆衛生分野におけるコミュニテ

ィ通訳との関連性については、2019年度「訪日外国人旅

行者受入環境整備緊急対策事業」項目の、「④実証事業 a)

災害時における外国人案内書の初動対応マニュアル」に

相当するリスク対策である（佐藤, 2020b）。 

 「余暇時間に、鑑賞、知識、体験や活動をとおして学

び、遊ぶことを目的とする旅行者が訪れ、サービス提供

を受ける諸施設」である観光施設を訪れる外国人観光客

が、災害（疾病、事故）に巻き込まれ、救済を求める際

に迅速に対応でき、再び観光を楽しめるような態勢作り

を行う必要がある。 

 

3. ЀЬвИГϰ ρ῝ ־ “ᾆẕ 

本章では、前章（5）で述べた問いに応えるため、公衆衛
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生、特に感染症対策の分野におけるコミュニティ通訳業

務を分析し、データ収集を行い、コミュニティ通訳士の

養成について考察する。 

 

(1)  ᾠ῎τϢϥЀЬвИГϰ ●  

 日本には数多くの優秀な民間の通訳養成機関があるが、

高等教育機関である大学も通訳者養成を担っている。特

に ISO 国際規格については、通訳養成に関し、大学での

養成期間、学位も規定されており、通訳養成に関し大学

が果たす役割は大きい（佐藤, 2020a）。 

 東京外国語大学は「相談通訳」と称し、多言語による

コミュニティ通訳を行う通訳者の養成を行ってきた。主

に裁判等、警察における司法通訳、日本に就労する外国

人の子ども達の就学、教育、学校生活の面から親たちを

言語面から補助する相談通訳等である（杉澤, 2013）。 

 東京外国語大学は東京に所在する大学である。筆者が

所属する大学は近畿圏を形成する大阪府に所在している。

従って、多言語で行う通訳対象言語は、近畿圏に滞在、

または訪日する外国人の母語または円滑なコミュニケー

ションが可能な言語となる。 

 JNTO が発表した 2020年 10 月時点の訪日外客数は、

以下の表の通りである。 

 

-͍ ʿ ᵰ 202010Ὦ ὓ ˢJNTO, 2020） 

 

 

 訪日する外国人の国・地域別でみると、前年度主要国

からの 2020年度 10月における訪日人数はコロナ禍で劇

的に変化した。中国は、2020 年 10 月には 4500人が訪

日し、2020年 1月～10月の総数においては 100万人を

超えているが、前年同月比 99.4％減となった。韓国は、

2020年 10月には 2000人が訪日し、2020年 1月～10月

の総数においては 48万 2300人だった。前年同月比でみ

ると 99％減となった。欧米諸国からの訪日については、

10月は各国 1000人未満となり、1月～10月の総数にお

いては米国が 21万 6800人、カナダが 5万 3000人、英

国が 5 万 400人、フランスが 4 万 2100人、ドイツが 2

万 9200人であり、上記諸国からの訪日総数は、前年同月

比で 98.9％～99.7%減となった。 

 アジア圏のマレーシア、インドネシア、フィリピンも

同様に 97.9％～99.4％減となっているが、ベトナムは、

アジア圏で唯一 10月の前年同期比減少率が 90％を切り、

86.7％減の 6200人が訪日している。ベトナムの 2020年

10月期における訪日人数は世界一となった。 

 ウィズコロナ時期で各国からの訪日人数が前年同期比

95％超の減少となっている中、ベトナムからの訪日人数

はどう考えたらよいのだろうか。ワクチン接種の徹底が

進み、アフターコロナの時期に入ると、ベトナム人の訪

日総数はさらに伸びる可能性もある。本学でも中国人留

学生に次いでベトナム人学生の在籍数が多い。多言語に

よるコミュニティ通訳士の養成において、通訳対象言語

のひとつにベトナム語を加える必要があると考えられる。

ベトナムからの訪日外客数が伸びれば、日本語運用能力

が高い訪日外客のみが入国するとは限らない。その場合、

通訳対象言語の必要性が高くなる。 

 

(2)  ᾠ῎τϢϥ῝ ־ χ AI ˢ ˣ◦כ 

 大阪大学医療通訳研修は、社会人を含む受講生に対し、

座学と実地研修（On the Job Training: OJT）で 173.5時

間の医療通訳の授業を提供している（大阪大学医療通訳

養成コース事務局, 2020）。専門性が高く、医療に特化し

た医療通訳者を養成する研修には医療従事者による座学

と実際の医療現場での OJT が必須となる。 

 コミュニティ通訳については、医療に特化した現場に

おいて高い専門通訳技能が求められる医療通訳と比較す

る限りにおいて、医療通訳と同等の専門性は求められな

い。しかし、付き添い（アテンド）などで医療現場に向
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かう場合を想定すると、杉澤や内藤が指摘したように高

い専門性を持つ努力をする必要がある。 

 

-͎ ʿ ∫ ᶘӺ Ѐ˔Іχ ỘⱲḧ ρ Ộ

ᴣʺ τνΜο 

 

（出典：大阪大学医療通訳養成コース事務局, 2020） 

 

 以上の点を考察すると、多言語によるコミュニティ通

訳養成過程においても、医療通訳養成コースに準じる授

業時間数と評価、修了書授与のシステム構築が求められ

る。専門性の高さが通訳対象言語の難易度の高さ、つま

り高難度になる場合、AI を導入することにより、その解

決を図ることができないか、というのが筆者の研究に関

わる重要な問いかけの一部でもある。 

 聖路加大学病院と産学連携し、共同研究を進めている

株式会社ロゼッタは、医療向け自動通訳システムとして、

タブレットとイヤホンを使った音訳システムや眼鏡形式

の自動通訳システムを開発し、実用化に向かっている。

下記の（図１）はそのデモ動画の静止画である。医師が

翻訳眼鏡をかけ、患者が翻訳タブレットを持ち受診する。

患者を診察する医師の眼鏡に通訳対象言語が文字情報と

して表示される。（ロゼッタ, 2020a）。 

 

 

˵1ʿ ╔βϥӺ◖χḴỐτֳϥḆּיχ  

（ロゼッタ, 2020a） 

 

 

˵2ʿ Ӻ◖ΥḴỐϬ ΰʺḆּיΥЌУйАЕχ AI◦

ṐṀϬ►μθכ （ロゼッタ, 2020a） 

 

 また、同社は、スマートフォンを利用し、音声を聞き

取り、その音声をスマートフォンの画面に翻訳対象言語

の文字で映し出す「オンヤク」システムを開発している。

高等教育機関で通訳演習授業を実施する場合、スマート

フォンを授業や大学のシステムで日常的に利用している

学生にとっては、学習支援ツールとして便利な機器とな

る。このシステムは 2020年 12月時点では、パソコンの

画面においても使用可能である（ロゼッタ, 2020b）。 

上記のように、AI を導入した場合、通訳対象言語の発話

者と通訳依頼者の間のコミュニケーションに通訳者が、

不要になるわけではない。AI は、医師と患者の会話にお

ける単語の置き換えには優れている。しかし、発話者の

意図や微妙なニュアンスを通訳結果に完全に反映する技

術は備えていない（グローバルコミュニケーション開発

推進協議会事務局, 2019）。 

 通訳対象分野における熟練通訳者は、AI 導入により、

単純な単語の置き換え作業については効率的に時間節約

を甘受できるだろう。上記のロゼッタによる通訳支援シ

ステム、グローバルコミュニケーションシンポジウムで

紹介された同時通訳システムは、公衆衛生分野における

医療従事者と患者との間で成立する会話の通訳支援を想

定し、通訳技能を習得していない人間向けに製造されて

いる。専門性は高いが一義的意味を持つ医学専門用語数

を上記 AI が処理できれば、通訳技能の未習得者や通訳初

心者にとって、有用な通訳支援機器となる。 

 スマートフォンにインストールするだけで使用可能と

なる多言語公衆衛生通訳アプリや指差し多言語公衆衛生

書籍（Kindle 等音声配布可）とは異なり、タブレットを

タップするだけで、通訳対象言語の翻訳が画面上に現れ

るといった AI 導入による通訳支援機器を通訳養成シス
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テムに組み込み、有効に生かす方策を考える必要がある。 

 従って AI 導入に際しては、通訳対象言語の専門用語の

デバイスへの組み込みが重要課題となる。その通訳対象

言語の専門用語組み込みが進んだ AI 通訳支援機器を通

訳養成課程のどの時点で利用するかを考える必要がある。

OJT の直前に使うのか、基本的な座学においても演習時

間等に学習者にも利用可能とするかは、検討しなければ

ならない。 

 

(3)  ᾠ῎τϢϥЀЬвИГϰ ● ГІЕ├  

 大阪大学では、2019 年に開催された G20 ボランティ

ア通訳の選考において、大阪大学内語学選抜で「適正テ

スト」(日英、英日版：総点評価基準は GPA に準拠、双

方向性検証得点差は日英訳得点と英日訳得点の差)を実

施した。言語運用能力試験を実施する際には、CEFR 

（ Common European Framework of Reference for 

Languages: Learning, teaching, assessment：外国語の学

習、教授、評価のためのヨーロッパ共通参照枠）が受検

者（本稿では適正テストを受ける者を「受検者」と呼ぶ）

の言語運用能力を測る尺度となる。 

 上記適正テストは、受検者の言語運用能力を SS(総点

Sは 90点以上、得点差 2.5点未満：CEFR C１レベル)、

SA(CEFR C１レベル)という「最高ランク」、AA(左は総

点 80点以上；右得点差 A は 2.5点以上 5.0点未満：CEFR 

B2 レベル)に分け、受検者のレベルを測定する。双方向

における含み発話をベースとし、受検者のリテンション

（記憶）能力とノートテーキングを行って回答をする上

記テストは、コミュニティ通訳者の言語運用能力を測定

するテストにもなる。 

 林田によると、受検者の中には留学経験がないにもか

かわらず、通常の中高・英語教育と大学における英語科

目の受講生であったが、その受検結果は、CEFR C１レベ

ル以上のバイリンガル話者と総点も得点差も遜色が無い

結果を出す者もいる。一方、上記適正テストで高得点を

獲得した学生と言語学習歴が変わらず、所謂外国語検定

試験は高得点同ランクである受検者が、同テストの結果

は BD(総点 B は 70点以上 79点以下、得点差 D は 10点

以上：CEFR A2～B1)評価となる者もいる（林田, 2020b）。 

 林田によると、日英―英日という双方向の言語運用能

力を測定する上記「適正テスト」は、既成の外国語検定

試験で測れない受検者の実質的な「言語習得履歴とその

双方向運用能力」を知る手立てとして有効な手段となり

得ると述べている（林田, 2020b）。林田は受検実験を積み

重ね、最終的に従来の外国語検定試験では計測できない

母語と学習言語の双方向運用能力を判定する「適正テス

ト」を開発し、公益財団法人大阪衛生協会の共催を受け、

適正テストを実施している（印南・林田, 2019）。 

 なお、母語が英語話者で、外国語として日本語学習者

も受検対象者であると同様に、母語がポルトガル語で、

日本語学習者も受検対象者となっている。同氏は 外国

語国語コミュニケーションにおいて、母語能力の重要性

を提唱している（林田, 2017）。 

 受検者の母語が適正テストで実施される言語とは異な

るが、林田が実施する適正テストは、実施言語が受検者

の第二言語および第三言語の場合も受検結果のデータ分

析が行われている(小森, 2021)。 

 林田は、「外国人ヘルスケアにおける外国語双方向性運

用能力の不可欠性」と称し、グローバリゼーションの時

代に既存の医療通訳者養成が地球規模の健康管理通訳養

成に切り替わろうとする時期に入ったと説く。同氏は、

ボーダレス時代の要請として外国語学習において双方向

運用能力を身に付けることの不可欠性を基軸に据えるこ

とを強調している（林田, 2020c）。 

 

(4)  ṐḩτϢϥ˰ISO13611:2014˱ χ “ 

 本章の（1）および（3）の課程修了者、合格者に対し、

認証機関による『ISO13611:2014コミュニティ通訳に関

するガイドライン』に準拠したコミュニティ通訳士であ

ることを認する証明書または認証書を発行する認証機関

を設立することも視野に入れることができる（伊藤, 2020）。 

 認証機関の設立が可能になれば、『ISO13611:2014』認

証を授与されたコミュニティ通訳者は、世界標準のコミ

ュニティ通訳者の資格を有する。公衆衛生分野における

多言語コミュニティ通訳業務とコミュニティ通訳士養成

システムの全体構成と研究者の役割分担は上図のように

互いにフィードバックを行いながらシステム構築が可能

になる。 
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-3ʿ ‰ ễӾṐḩτΣΪϥЄІГЭ   

 

4. ЀЬвИГϰ τḩβϥϹϱЖжϱр 

 本 章 は 、 前 章 (4) で 記 載 し た 機 関 長 に よ る

『ISO13611:2014』認証書発行の基準となる、コミュニ

ティ通訳に関するガイドライン『ISO13611:2014』は何

を指針として記載しているのかという視点からの要点を

以下に述べる。 

 

(1)  Ӥ 

 本項では、『ISO13611:2014』が想定している適用場面

について述べる。本規格は、「限られた言語熟達度のため

にサービスを利用できない人々」のために、「口頭言語及

び手話によるコミュニケーション」の場面における「コ

ミュニティ通訳の基準及び推奨事項」を規定している。

同規格は「コミュニティ通訳を職業として捉えており、

それはこの国際規格に定義されている力量及び資格をも

たない、又は関連の倫理規定を遵守しない友人、家族、

子供ら又は人々によって行われる通訳のような非公式の

作業ではない」としている。 

 コミュニティ通訳が行われる場面は、「非社会的言語の

話者がサービスを利用するためにコミュニケーションを

図る必要があるすべての場面に適用される」と述べてい

る。その場面の例は以下の通りである。 

 

· 公共施設、学校、大学コミュニケーションセンタ

ーなど 

· 人間社会福祉サービス（難民局、定住外国人自

立支援センターなど） 

· 医療施設（病院、老人ホームなど） 

· ビジネス産業界（不動産、保険など） 

· 宗教的奉仕活動団体（儀式、式典など） 

· 緊急事態（自然災害、疫病など） 

 

 国によってはコミュニティ通訳の範囲に含めていない

が、下記の場面もコミュニティ通の適用範囲とされてい

る。 

 

・法的場面（警察署、法廷、刑務所） 

 

 従って、本規格は「コミュニティサービスの利用を可

能にするあらゆるコミュニケーションの事案の容易化に

かかわる全ての関係者に向けられ」て策定されている(ISO, 

2014)。 

 

 

-4ʿ ЀЬвИГϰ χ Ӥ(ISO, 2014b) 

 

(2)  ЀЬвИГϰ Ђ˔РІχϵрЖг˔Ѓ˔ρ 

Ђ˔РІ ằּיψ Τ 

 『ISO13611:2014』は、3.3でコミュニティ通訳サービ

スのエンドユーザーは「2つの異なるグループに属する」

と規定している。1 つは「サービスを提供する社会的言

語の話者によって形成される」教育、医療、保険に関係

するグループである。このグループは所属グループの「社

会的言語の知識に加え、会合のテーマに関する知識を持

っている」。もう一方のグループは「通常、言語的マイノ

リティ、つまり社会的言語に十分に堪能ではなく、サー

ビスを利用するために社会的言語の話者とコミュニケー

ションを取る必要のある人々で形成されている」(ISO, 

2014b)。 

 同規格の規定によると、通訳対象言語を話す母語話者

ということもできる。その間の言語的な橋渡し役をコミ
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ュティ通訳士が果たすと考えられる。通訳サービスの提

供者（interpreting service provider: ISP）について、同規

格は 3.4に以下を挙げている（ISO, 2014b）。 

 

· 個人、すなわち、サービスを提供するコミュニテ

ィ通訳者自身、又は 

· 法人、すなわち、組織、通訳エージェンシー 

 

 『ISO13611:2014』の 3.4 の規定は、前項に記したよ

うに、「職業上の資格を有するコミュニティ通訳者のみを

配属しなければならない」とし、「ISPはその仕事に要求

される力量の証明書及び推薦書を所持しておくことを要

求することが望ましい」と明示している。また、「資格の

証明書は確認されることが望ましい」と述べている。 

 従って、エンドユーザーにコミュニティ通訳サービス

を提供する通訳者は、本稿 3（4）で記載するコミュニテ

ィ通訳士としての力量を証明する文書等を所持すること

が求められている。『ISO13611:2014』に準拠するコミュ

ニティ通訳サービスを提供する通訳者であると証明され

た通訳者は、本規格は国際規格であるため、ISO 国際規

格が適用される国では『ISO13611:2014』で認証された

コミュニティ通訳提供者（ ISO13611:2014 Certified 

Community Interpreting Service Provider: ISO13611: 

2014 Certified ISP）となる。 

 

5. ΣϩϤτ 

 

 本稿では、訪日外国人を迎える観光施設が、ISO 国際

規格『ISO13611:2014コミュニティ通訳に関するガイド

ライン』に準拠した通訳業務の導入により、いかなる点

で外国人に対する口頭による多言語サービスを向上させ

るかを検討した。 

 3(1)  では、ウィズコロナ、アフターコロナを想定した、

特にベトナム語等、現時点で訪日外客数が多い言語に関

する言語コミュニケーション・サービスを提供できる体

制が必要であると分析した。 

 3(2)  では、多言語による公衆衛生分野の AI 翻訳（通

訳）支援が必要になると想定し、実際開発されている多

言語公衆衛生分野における AI 翻訳（通訳）支援機器の紹

介を行い、実用可能性について言及した。 

 3(3)  では、『ISO13611:2014』認証機関の設立につい

て言及した。日本では『ISO13611:2014』認証機関は未

だ設立されていない。『ISO13611:2014』認証を授与され

たコミュニティ通訳者は、世界標準のコミュニティ通訳

者の資格を有することになる。 

 以上が、『ISO13611:2014コミュニティ通訳に関するガ

イドライン』に準拠した通訳業務の導入により、いかな

る点で外国人に対する口頭による多言語サービスを向上

させるか」の問いに対し、「AI を導入し、公衆衛生分野

における多言語コミュニティ通訳養成システムを構築す

る」の回答についての具体的な例示と提言である。 

 多言語によるコミュニティ通訳士の養成は、東京外国

語大学(内藤, 2013）や立教大学等が 2000年初頭から取

り組んできた（立教大学日本語教育センター, 2017）。ま

た多言語による公衆衛生分野の AI 翻訳（通訳）支援につ

いては、聖路加病院とロゼッタの産学連携等、医療現場

において、実用化が進められている(ロゼッタ, 2020a）。

立教大学はガイドラインに従い(武田・山田, 2017)、コミ

ュニティ通訳の養成を行っている。 

 AI を導入することにより、多言語による、特に公衆衛

生分野におけるコミュニティ通訳士養成システムは画期

的に変化する可能性は多いにある。しかし、AI 導入をど

の時点で行うかについては、慎重に検討する必要がある

だろう。 

 本稿では観光施設における AI を導入した多言語によ

る公衆衛生分野のコミュニティ通訳養成システムについ

て検討を行った。機関による ISO 国際規格『ISO13611: 

2014』認証書授与により、コミュニティ通訳士に対する

インセンティブが高くなることが期待できる。コミュニ

ティ通訳士養成課程における、多言語の選定、AI 導入時

期、大阪大学大学院医学系研究科等で実施されている医

通訳研修に倣う授業内容等の検討については、紙面の都

合もあり、次回の課題としたい。 
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